
入 札 公 告 
下記のとおり一般競争入札（総合評価方式）に付します。 

2025 年 11 月 25 日 

記 

１．競争入札に付する事項 

   ２０２６年度ウインズ八代お客様エリア及び周辺道路等清掃業務 

２．競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）経営状態並びに信用状態が良好であり、本業務を円滑に遂行し得ること。 

（２）令和６～８年度日本中央競馬会「物品等の調達に係る競争参加者資格及び等級格付け審査基準」に

おいて、契約の種類が「役務等契約」、業種の区分が｢建物管理等各種保守管理｣であり、いずれかの

等級に格付けされた者であること。 

（３）本公告の日から開札日までの間に、本会から競争入札参加停止措置を受けている日が含まれていな

いこと。 

（４）その他の条件については、競争入札参加資格要件に記載する。（参加資格等問い合わせ先は下記３．

（１）まで） 

３．契約担当者及び入札参加申込 

（１）契約担当者   ウインズ八代 鶴 ℡：0965－38－3033 

（２）入札参加申込  入札に参加を希望する者は、下記４．の入札説明会に参加すること。 

（入札参加申込は、入札説明会当日の説明会会場で受付ける） 

なお、申込のない者及び入札説明会不参加者の入札参加は認めない。 

４．入札説明会の日時及び場所 

（１）日時      ２０２５年１２月１２日（金）  １１時００分 

（２）場所      熊本県八代市日奈久平成町１－１３ ウインズ八代 

※その際に入札説明書（仕様書を含む）を配付する。 

５．参加資格審査書類の提出期限 

（１）日時      ２０２５年１２月１９日（金）  １２時００分まで 

（２）場所      熊本県八代市日奈久平成町１－１３ ウインズ八代 

６．入札書、業務実施計画書の提出期限 

（１）日時      ２０２６年１月１６日（金）  １２時００分まで 

（２）場所      熊本県八代市日奈久平成町１－１３ ウインズ八代 

７．開札及び落札者の決定日及び決定方法 

  先に提出を受けた入札書を開札し、本会の予定価格の範囲内の入札金額を提出した者のうち総合評

価の方法によって得られた評価点の合計が最も高い者を落札者とする。 

（１）日時      ２０２６年１月３０日（金）  １４時００分から 

（２）場所      熊本県八代市日奈久平成町１－１３ ウインズ八代 

８. 入札保証金及び契約保証金 

全額免除する。 

９．入札の無効 

（１）本公告に示した入札参加資格を持たない者の行った入札、及び入札に関する条件に違反した入札は、

無効とする。 

（２）落札者が落札決定から契約締結までの期間に競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入札に関す

る一切を無効とする。 

１０．契約書作成の要否 

 契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 

１１．その他 

（１）本件入札は「低入札価格調査制度」が適用されるものとする。 

（２）本入札に参加する者は予め「日本中央競馬会物品等入札心得」を熟覧し、承諾したうえで入札しな

ければならない。 

（３）前年の結果は、ＪＲＡホームページ内『工事･調達情報～物品の製造･購入、役務等の情報～結果公

示』を参照のこと。 

掲載責任者 ウインズ部 ウインズ事業室長 滝本 義浩 



２０２６年度ウインズ八代お客様エリア及び周辺道路等清掃業務 

競争入札参加資格要件 

１．一般項目 

①：令和６－８年度日本中央競馬会「物品等の調達に係る競争参加者資格及び等級格付け審査基

準」において、契約の種類が「役務等契約」、業種の区分が「建物管理等各種保守管理」であ

り、かついずれかの等級に格付けされた者であること。 

②：本公告の日から開札日までの間に、本会から競争入札参加停止措置を受けている日が含まれ

ていないこと。 

③：参加資格審査申請書類提出日に公営競技主催者または官庁、地方公共団体等の各事業所にお

ける全ての業務において、業務履行上の瑕疵等で競争入札参加停止措置を受けていない事業者

であること。 

④：反社会的な勢力(団体)またはこれと関係のある企業、若しくは過去において不正等の社会的

な信用を損なう行為をした企業ではないこと。 

⑤：当該競争入札案件に参加を希望する事業者において、代表者若しくは役員が下記の事項のい

ずれにも該当しない者であること。 

１）精神の機能の障害により本会の物品等の調達契約を適正かつ確実に実施するに当たって必

要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者及び破産者で復権を得ない者 

２）拘禁刑以上の刑に処せられた者 

３）競馬法(昭和２３年法律第１５８号)、日本中央競馬会法(昭和２９年法律第２０５号)、自

転車競技法(昭和２３年法律２０９号)、小型自動車競走法(昭和２５年第２０８号)又はモー

ターボート競走法(昭和２６年法律第２４２号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 

４）競馬法施行令(昭和２３年政令第２４２号)第１０条第１項第４号の規定により日本中央競

馬会、都道府県又は指定市町村(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２８４条第１項に規

定する一部事務組合又は広域連合であって、都道府県と指定市町村とが組織するもの及び指

定市町村が組織するものを含む。) が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されてい

る者 

５）競馬法施行令(昭和２３年政令第２４２号)第１０条第１項第５号の規定により、日本中央

競馬会から入場を拒否され、又は場外への退去を命ぜられたことのある者 

６）集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律施行規則第１条各号に掲げるものを行うおそれがあると認

めるに足りる相当な理由のある者 

７）前各号に定める者のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由

のある者 

⑥：会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者に

該当していないこと。 

⑦：本業務に係わって業務上知り得た事項について、一切他に漏洩しないことを誠実に遵守でき

る事業者であること。 

⑧：日本中央競馬会に提出した書類のうち、重要な事項について虚偽の記載がないこと、若しく

は重要な記載が欠けていないこと。  



２．専門項目 

①：清掃事業登録について、法に基づく物的、人的基準により建築物環境衛生総合管理業又は建

築物清掃業として都道府県（又は都道府県から当該事務に関する処理を行なうことを定められ

た市町村）から登録を受けた事業者であること。 

②：ビルメンテナンス協会加入もしくは、ISO 9001（品質）、ISO 14001（環境）のいずれかを

取得している事業者であること。 

③：参加資格審査書類提出時点において、日本中央競馬会ウインズ八代と同一地域（八代市及び

その近隣地域）に事業所を有する事業者又は、準備期間終了日までに同一地域に事業所を有す

ることが可能な事業者であり、緊急対応が可能なこと。 

④：原則として過去５年間において、日本中央競馬会の競馬場またはウインズ八代と同規模程度

の場外発売施設における清掃業務、もしくは上記施設と同規模程度の公営競技施設または大規

模施設（遊園地・複合商業施設・競技場施設・公園施設・公共ホール等）における日常及び定

期清掃を１２ヶ月以上継続して履行した実績（中小受託事業者としての実績も含む）を有する

事業者であること。 

⑤：前項の契約において、受注者の責めに帰す事由による契約の解除及び落札決定後の契約締結

辞退が、それぞれ過去３年間ない事業者であること。 

⑥：当該業務を履行するにあたり、作業責任者を常駐配置できる事業者であること。（作業責任

者を業務履行開始日までに雇用する事業者を含めて、参加資格審査申請書類提出日までに作業責

任者届出書及び職務経歴書等を提出できること。） 

⑦：前項の作業責任者は、緊急のトラブル対応及び発注者への迅速かつ確実な連絡がとれ、かつ

対応可能な体制を置き、統率できる者であること。 

⑧：⑥及び⑦に定める作業責任者は、下記の事項を全て満たしていること。 

１）「ビルクリーニング技能士（単一等級または１級）」、「建築物環境衛生管理技術者」いず

れかの資格を有している者 

２）清掃業務に関し、責任者クラスとしての業務実績が５年以上ある者 

３）上記④の施設における清掃業務実績が６ヶ月以上ある者 

⑨：過去５年間において、通常競馬開催日清掃人員（７名程度）と同等規模の清掃員を通年で雇

用した実績（上記④の複数施設において通年雇用した清掃員の数を合算した実績も含む）があ

る者であること。 

⑩：「業務要求水準書」及び「仕様書」等による作業が確実に履行できること。 

 ※なお、上記資料については、入札説明会以降配付する。 

⑪：事業者が保有する資機材について、自動床洗浄機については１台以上、その他ポリッシャー、

カーペット掃除機、高圧洗浄機、ブロワー等を保有しており、それらの資機材一覧表が整って

いること。またはこれらの資機材を業務履行開始日までに調達する事業者であって、参加資格

審査申請書類提出日までに当該調達を証明できる書類を提出できる事業者であること。 

⑫：当該業務において、天候等（台風・降雪）開催中止に伴う業務中止及び代替競馬開催日等の

突発的な対応ができる者であること。 

⑬：作業実施日以外における突発的な業務について、迅速かつ確実に対応できるため、近隣地域

の清掃員を一定程度雇用している者であり、なおかつその突発的な業務に対応できる組織体制

であること。 

⑭：作業員の雇用に関し、地域別最低賃金を下回らない賃金で作業員の安定的な雇用をしており、

当該業務においてもこれが可能な事業者であること。また被雇用者に関わる賃金の不払い・遅

延等がないこと等、労働基準法等雇用に関する法律に違反していない者であること。 

⑮：出入国管理及び難民認定法(昭和２６年法律第３１９号)に違反して、外国人を就労させ、処罰



を受けたことのない者及びそのおそれがない者であること。 

⑯：経営状態及び信用状態が良好である事業者で、次に示す税等を直近１年間滞納していない事

業者であること。 

１）国税：法人税、消費税 

２）都道府県税：法人事業税、法人都道府県民税 

３）市区町村税：法人市区町村民税、固定資産税 

⑰：当該清掃業務において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 （グリー

ン購入法）に係わる「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成２０年２月５日閣議

決定）に基づき、その判断基準を満たすことができ、併せてその配慮事項を満たすよう努める

ことができる者であること。 

⑱：労働者災害補償保険法(昭和２２年法律第５０号)に規定する労働者災害保険に加入している事

業者であること。 

⑲：損害賠償責任保険に加入する等、業務上生じた自らの責任に起因する損害に対し十分な補償

能力を有していること。 

⑳：その他、業務を実施する際に日本国内において有効な、すべての法令を遵守できる事業者で

あること。 


